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■ 保険引受リスク管理

株価・金利等の経済状況の変動、医療技術の進歩、
大規模災害やパンデミックの発生、サイバー攻撃の 
高度化・複雑化など、生命保険会社を取り巻く環境は
大きく変化しています。こうしたさまざまな要因から 
生じるリスクについては、的確に把握し、適切に管理して 

いくことが非常に重要であり、フォワードルッキングな 
リスク管理を推進しています。

このような認識のもと、当社ではグループ会社も 
含め、リスク管理態勢の整備とその適切な運営に努める
とともに、その高度化に取り組んでいます。

当社は、さまざまなリスクが全体として会社に及ぼす 
影響を統合的に管理する観点から、統合的リスク管理を
実施しています。当社の統合的リスク管理においては、

各種リスクを部門横断的に一元管理するとともに、統計
的なリスク計測などを通じて、各種リスクを統合し、会社
全体のリスクの状況を総合的に管理しています。

保険引受リスクとは、経済情勢や、保険事故の発生率、
運用実績、事業費支出などが保険料設定時の予測に反し
て変動することにより損失を被るリスクです。

お客様からお引き受けしたご契約に対して、長期に 

わたり責任を果たしていくため、安定的な保険金などの
お支払いが可能となる保険料の設定や、保険のお引き 
受け時の診査・査定を適切に実施することにより、保障 
責任を全うするためのリスクコントロールを図っています。

保険料設定に関わるリスクへの対応
当社は、信頼できる統計データを基に、医師やアク

チュアリー（数学的な手法を用いて、保険料設定や 
財務健全性に関与する専門職）などの専門的資格を
持つ職員によって保険金などのお支払いの発生率を 

分析したうえで、保険料を設定しています。さらに、 
設定した保険料をさまざまな面でシミュレーションし、 
将来にわたってお客様への保障責任を果たすことがで
きるかを検証しています。

契約選択・支払査定に関わるリスクへの対応
ご契約のお引き受け時には、医師資格を持つ職員や

医学的な専門知識を有した職員による医学的観点から
の診査・査定に加え、モラルリスクの面からも専門の 
職員による査定を行っています。また、診査・査定の 
結果、必要に応じ、特別な条件（保険料の割増等）を付け

てお引き受けさせていただくなどの対応を行い、多くの
お客様に適正な保険料で多様な保障を提供しています。

さらに、保険金などのお支払い時にも、医師資格を 
持つ職員や医学的な専門知識を有した職員による 
査定を行うなど、十分なリスク管理を行っています。

リスク管理にあたっては、「内部統制システムの基本方
針」に定められたリスク管理体制に従い、経営会議の諮
問機関であるリスク管理委員会において、各種リスクの
特性に応じた適切なリスク管理を行うとともに、各種リ
スクが全体として経営に及ぼす影響について、統合的
な管理を行っています。

これらのリスク管理の状況は経営会議、取締役会へ
報告する体制を整備しています。

また、収益部門と分離されたリスク管理部門を定める 
ことで相互牽制体制を構築するとともに、内部監査 
部門がリスク管理の実効性について検証・チェックを 
行うなど、二次牽制機能の確保も図っています。

統計的なリスク計測手法では捉えきれない 
リスクも存在すると考えられるため、その補完的 
手法として、運用環境が大幅に悪化するシナリオ 
や、大規模災害などにより保険金・給付金の 
お支払いが増加するシナリオを想定したストレス 

テストを実施し、健全性に与える影響を分析して
います。ストレステストの結果はリスク管理委員会
などに報告し、財務基盤の強化などの検討に役立
てています。

ストレステストの実施

当社では、リスク分散の方策の一つとして、 
再保険を行っています。その際、リスクの種類・ 
特性を考慮したうえで、リスク管理委員会等で
の検討を通じ、出再・受再の取引内容を決定して

います。また、再保険取引では、主要格付機関の 
格付けなどをベースに出再先の信用力を評価 
するとともに、特定の出再先に過度な取引の集中
が起こらないよう管理しています。

再保険にかかる方針

リスク管理の徹底

■ リスク管理体制

■ 統合的リスク管理

コーポレートガバナンス
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■ 流動性リスク管理 ■ 事務リスク管理

■ システムリスク管理

■ 災害対策について

■ 新型コロナウイルス感染症に関する対応

■ 資産運用リスク管理

流動性リスクは、資金繰りリスクと市場流動性リスク
に分けられます。

資金繰りリスクとは、大規模災害などによる予定外
の資金流出により資金繰りが悪化し、資金確保に通常
よりも著しく低い価格での資産売却を余儀なくされ
ることにより損失を被るリスクです。資金繰りリスクに 
対しては、資産運用計画や日々の資金繰りにおいて、流
動性の高い資産を一定の水準以上確保することにより

対応しています。
市場流動性リスクとは、市場の混乱などにより市場

において取引ができなくなることや、通常よりも著しく
不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失
を被るリスクのことをいいます。市場流動性リスクに 
対しては、市場環境に応じて資産ごとに適切な取引 
限度額を設定するなどの対策を実施しています。

事務リスクとは、役員・職員および保険募集人が 
正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを起こす 
ことによりお客様や社外の方へ影響を与える、または会
社が損失を被るリスクです。

事務リスクの管理にあたっては、発生事象の収集・ 

分析を通じた全社的な事務リスクの把握と、再発防止策
の策定およびその効果性の検証に取り組むとともに、 
事務知識の教育・事務規程の整備などの事務改善 
にも取り組んでいます。

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンや誤
作動、不備、不正使用などにより損失を被るリスクです。

システムリスクの管理にあたっては、コンピュータ 
システムの企画・開発・運用・利用における安全対策 
基準の策定や遵守状況の確認、適切な利用に向けた指
導などを定期的に実施しています。

具体的には、コンピュータシステムのダウンへの 
対応として、全社的なコンティンジェンシープラン 

（緊急時対応計画）の整備を行っており、また、バック

アップセンターの設置により、広域災害の発生リスクに
も備えています。

次に、コンピュータシステムの誤作動、不備、不正 
使用などへの対応として、重層的なセキュリティ対策を
実施するとともに、サイバー攻撃などへの対応態勢 
を整備し、防御・検知対策や全役員・職員への情報 
セキュリティ教育・訓練の徹底、社外専門機関との連携、
グループ各社のセキュリティ対策推進など、継続的な
強化に取り組んでいます。

資産運用リスクとは、保有する資産・負債の価値
が変動し、損失を被るリスクであり、市場リスク・信用 
リスク・不動産投資リスクに分類されます。生命保険は
長期にわたるご契約であるため、資産運用においても
負債特性を踏まえた長期的な観点からのリスク管理が
必要です。

このため、中長期的な運用成果を重視したリスク・ 
リターン分析などを通じて、効率的なポートフォリオ 
管理を行うとともに、ポートフォリオの状況やマーケット
動向に対するきめ細やかなモニタリングを通じて、 
長期的な収益の安定・向上に努めています。

市場リスク管理
市場リスクとは、金利や為替、株式などの変動により

保有する資産・負債の価値が変動し、損失を被るリスク 
です。市場リスクの管理にあたっては、投融資取引に
伴う過大な損失の発生を抑制する観点から、必要に 
応じて資産ごとなどに運用限度枠を設定のうえ、モニタ
リングを実施し、リスク分散に留意したポートフォリオ

の構築に努めています。
また、市場リスクをコントロールするため、市場の環境

変化によってどの程度まで損失を被る可能性があるか
を、リスク量として統計的に算出し、このリスク量が適
切な範囲内に収まっているかどうかのモニタリングを
実施しています。

信用リスク管理
信用リスクとは、主に貸付金や社債について、信用

供与先の財務状況の悪化などにより、資産の価値が 
減少・消失し、損失を被るリスクです。信用リスクの
管理にあたっては、投融資執行部門から独立した審査 
管理部門による個別取引の厳格な審査など信用力 
分析を行う体制の整備、信用リスクが特定の企業 
グループや国に集中することを防止するための与信 

リミットの設定・モニタリングなどにより、良質なポート
フォリオの構築に努めています。

また、信用リスク量の計測として、信用供与先の 
財務状況の悪化などによってどの程度まで損失を 
被る可能性があるかを、リスク量として統計的に算出
し、このリスク量が適切な範囲内に収まっているか 
どうかのモニタリングを実施しています。

不動産投資リスク管理
不動産投資リスクとは、賃貸料等の変動などにより

不動産収益が減少する、または市況の悪化などにより
不動産価格が下落し、損失を被るリスクです。不動産 
投資リスクの管理にあたっては、個々の不動産投資 

案件について、投融資執行部門から独立した「財務 
審査部」による、厳格な審査を実施しています。また、
投資利回りや価格に関する警戒域を設定し、モニタ 
リングを実施しています。

〈 お客様対応における取り組み〉
○ 訪問を希望されないお客様には、デジタルツール・郵送等を活用し、非対面で対応
○ 対面での訪問を希望されるお客様訪問時には、体調管理、マスク着用、手洗い・除菌等の感染防止対策を徹底
○ ニッセイ・ライフプラザにおいて、窓口にアクリル板を設置

〈 社内における取り組み〉
○ 毎日の検温と体調管理、マスク着用、手洗い・除菌等の徹底
○ テレワークの推進、時差出勤の徹底を通じた通勤混雑緩和・出勤削減
○ 従業員のワクチン接種に関し、情報提供や勤務管理上の特別取り扱いを設定

（感染者が発生した場合）
○ 感染者と接触可能性がある職員の確認を行い、接触者はテレワークや休暇取得の活用により自宅待機を徹底
○ 感染者が利用したオフィスや共用スペースの消毒を実施

大規模地震発生時や感染症まん延時においても、 
各種サービス等をお客様へ提供できるよう、業務継続 
計画（BCP）の策定を行っています。

また、営業時間内の地震や津波なども想定し、お客様
避難誘導訓練や災害対策備蓄品の点検を実施する等、
常日頃から災害対策に努めています。

東日本大震災発生時には、社長を本部長とする災害 
対策本部のもと、災害死亡保険金等の全額支払いや、安否
確認活動等を通じた漏れのないお支払いの実施、義援金
寄付や物資のお届け等の復興支援活動を行いました。

近年激甚化する風水害等、さまざまな災害の経験も
踏まえ、一層の災害対策の向上を推進してまいります。

コーポレートガバナンス

新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、社内外への感染拡大抑止と職員の安全確保を最優先に、以下の対応を実施
しております。
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